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1 長崎市市民センター条例等の一部を改正する条例の概要

(1)改正理由

「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法のー

部を改正する等の法律」により消費税法の一部が改正されたことに伴い、消費税の引

上げ分を転嫁するため次の条例の使用料等を改正しようとするもの。

ア長崎市市民センター条例

イ長崎市外海ふるさと交流センター条例

ウ長崎市池島中央会館条例

工長崎市籬島振興センター条例

オ長崎市農業活性化センター条例

(2)改正の内容

ア長崎市市民センター条例

(ア)三重地区市民センター

区分

多目的ホーノレ

研修室1

研修室2

和室

調理室

(イ)琴海さざなみ会館

区分

研修室1

研修室2

集会室1

集会室2

(ウ)琴海南部しらさぎ会館

区分

1時問につき

現行

1,974円

288円

185円

246円

308円

研修室1

研修室2

研修室3

研修室4

多目的室1

多目的室2

工芸室

1時間につき

改正案

2,011円

293円

188円

251円

314円

現行

102円

102円

102円

102円

改正案

104円

104円

104円

104円

1時間につき

現行

102円

102円

102円

102円

216円

102円

102円

改正案

104円

104円

104円

104円

220円

104円

104円



(エ)南部市民センター

区分

多目的ホール

研修室1

研修室2

研修室3

障害者自立支援室 1月につき

(オ)古賀地区市民センター

区分 改正案現行

335円研修室1 329円

H5円Ⅱ3円研修室2

230円226円研修室3

230円226円研修室4

115円Ⅱ3円研修室5
1時間につき

115円Ⅱ3円研修室6

230円226円研修室7

314円308円多目的室

314円308円肌理室

639円627円体育館

(カ)市民センター使用料の転嫁による影紳見込額(通年)

97,265円

(平成2 9年度収入実績 7,016,336円)

1時間につき

現行

2,005円

154円

174円

185円

195,840円

改正案

2,042円

157円

178円

188円

199,466円



長崎市外海ふるさと交流センター条例

区分 現行 改正案

宿泊料 4,320円 4,400円

休憩料
880円客室 864円

3時間まで
(一般)

休憩料
1,080円 1,100円

3時間を超え6時間まで

3,300円3,240円宿泊料

休憩料客室
648円 660円

(小学校の 3時問まで

児童) 休憩料
フ70円756円

3時闇を超え6時間まで

客室
1,644円宿泊料 1,614円

(幼児)

4,114円 4,190円3時ΠU以内
会議室1

1,028円 1,047円超過時間(1時間につき)

部寺問以内 1,542円 1,571円
会議室2

411円超過時間(1時聞につき) 419円

切符売場(1月につき) 10,285円 10,476円

ア)ふるさと交流センター利用料金の転嫁による影粋見込額(通年)

153,370円

(平成29年度収入実績 6,67フ,030円)



ウ 長崎市池島中央会館条例

現行区分

3,178円3時問以内
会議室1

843円超過時間a時間につき)

1,368円3時間以内
会議室2

308円超過時間(1時間につき)

740円3時間以内
会議室3

205円超過時間(1時間につき)

421円3時間以内
会議室4

102円超過時間(1時間につき)

421円3時間以内
控室1

102円超過時間(1時間につき)

421円3時間以内
控室2

102円超過時間(1時間につき)

421円3時間以内
控室3

102円超過時間(1時間につき)

1,162円3時間以内
研修室

308円超過時問(1時間につき)

740円3時問以内
調理室

205円超過時間a時間につき)

3,384円ー}股

2,746円中学校の生徒宿泊室

2,118円小学校の児京

(ア)池島中央会館使用料の転嫁による影粋見込額

49,566円

(平成29年度収入実緒 2,953,512円)

改正案

3,237円

859円

1,393円

314円

754円

209円

429円

104円

429円

104円

429円

104円

429円

104円

1,183円

314円

754円

209円

3,446円

2,797円

2,158円

(通年)



長崎市離島振興センター条例

ア)伊王島開発総合センター

区分

午前9時から午後5時まで

(3時間以内)

午前9時から午後5時まで

超過時間(1時間につき)

午後 5時から午後 10時まで

(3時間以内)

午後 5時から午後 10時まで

超過時間(1時間につき)

午前9時から午後5時まで

(3時問以内)

午前9時から午後5時まで

超過時間a時間につき)

午後5時から午後 10時まで

(3時間以内)

午後5時から午後 10時まで

超過時間(1時間につき)

午前9時から午後5時まで

(3時間以内)

午前9時から午後5時まで

超過時問Q時間につき)

午後5時から午後10時まで

(3時間以内)

午後5時から午後 10時まで

超過時間(1時間につき)

午前9時から午後5時まで

(3時間以内)

午前9時から午後5時まで

超過時間a時間につき)

午後卵寺から午後10時まで

(3時間以内)

午後5時から午後10時まで

超過時間a時間につき)

会議室1

会議室2

現行

2,653円

改正案

2,702円

1,059円

3,178円

1,079円

1,059円

研修室1

3,237円

534円

1,079円

154円

544円

740円

157円

研修室2

216円

754円

534円

220円

154円

544円

740円

157円

216円

754円

534円

220円

154円

544円

740円

157円

216円

754円

220円



区分

午前9時から午後5時まで

(3時間以内)

午前9時から午後5時まで

超過時間(1時間につき)

午後5時から午後W時まで

(3時間以内)

午後卵寺から午後10時まで

超過時間(1時間につき)

午前9時から午後5時まで

(3時間以内)

午前9時から午後卵寺まで

超過時問(1時間につき)

午後5時から午後 10時まで

(3時間以内)

午後5時から午後 10時まで

超過時問(1時間につき)

高島ふれあいセンター

区分

午前9時から午後卵寺まで

a時問につき)

午後5時から午後9時まで

a時問につき)

午前9時から午後卵寺まで

(1時問につき)

午後5時から午後9時まで

a時間につき)

午前9時から午後5時まで

a時間につき)

午後5時から午後9時まで

a 時問につき)

和室

調理

実習室

現行

534円

改正案

544円

154円

740円

多目的

ホ^ノレ

157円

216円

1,059円

754円

220円

318円

1,079円

1,594円

324円

534円

視聴覚室

1,623円

現行

2,160円

544円

改正案

2,200円

3,240円

102円

3,300円

154円

104円

102円

157円

154円

104円

157円



(ウ)池島開発総合センター

区分 現行

3時間以内 3,486円
会議室1

1,059円超過時間(1時間につき)

1,265円3時闇以内
会議室2

308円超過時間(1時間につき)

524円3時間以内
会議室3

超過時間a時間につき) 102円

843円3時間以内
研修室

205円超過時間a時間につき)

3時間以内 詑4円
和室

102円超過時間(1時間につき)

3時間以内 詑4円調理

実習室 102円超過時間(1時間につき)

(エ)離島振興センター使用料の転嫁による影糊見込額

956円

(平成29年度収入実績乃,243円)

324円

154円

104円

318円

157円

オ長崎市農業活性化センター条例

(ア)野母崎農村活性化センター

区分

午前9時から午後6時まで

(1時間につき)
会議室

午後卵寺から午後10時まで

(1時問につき)

午前9時から午後6時まで

(1時間につき)
和室

午後6時から午後 10時まで

(1時間につき)

午前9時から午後6時まで

(1時間につき)調理

実習室 午後卵寺から午後10時まで

a時間につき)

改正案

3,551円

1,079円

1,2認円

314円

534円

104円

859円

209円

534円

104円

534円

104円

(通年)

432円

324円

440円

現行

216円

改正案

220円

318円

102円



(イ)琴海北部研修センター

区分

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで
体育館

午前9時から午後5時まで

正午から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後 10時まで
研修室1

午前9時から午後5時まで

正午から午後10時まで

午前9時から午後 10時まで

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後 10時まで
研修室2

午前9時から午後5時まで

正午から午後 10時まで

午前9時から午後 10時まで

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで
和室1

午前9時から午後5時まで

正午から午後10時まで

午前9時から午後 10時まで

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後 10時まで
和室2

午前9時から午後5時まで

正午から午後 10時まで

午前9時から午後 10時まで

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後 10時まで調理

午前9時から午後5時まで実習室

正午から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

現tテ

1,080円

1,080円

1,614円

1,614円

1,944円

2,160円

102円

102円

巧4円

154円

216円

318円

102円

102円

154円

154円

216円

318円

102円

102円

154円

154円

216円

318円

102円

102円

154円

154円

216円

318円

216円

216円

318円

318円

534円

750円

改正案

1,100円

1,100円

1,644円

1,644円

1,980円

2,200円

104円

104円

157円

157円

220円

324円

104円

104円

157円

157円

220円

324円

104円

104円

157円

157円

220円

324円

104円

104円

157円

157円

220円

324円

220円

220円

324円

324円

544円

764円



琴海活性化センター

区分 現行

102円午前9時から正午まで

102円正午から午後5時まで

154円午後5時から午後 10時までふれあい

154円午前9時から午後卵寺までノレーム

正午から午後10時まで 216円

318円午前9時から午後 10時まで

102円午前9時から正午まで

102円正午から午後5時まで

154円多目的 午後5時から午後10時まで

154円午前9時から午後5時までホ^ノレ

216円正午から午後10時まで

318円午前9時から午後 10時まで

102円午前9時から正午まで

102円正午から午後5時まで

154円午後5時から午後 10時まで
会議室

午前9時から午後5時まで 154円

216円正午から午後 10時まで

318円午前9時から午後 10時まで

102円午前9時から正午まで

102円正午から午後5時まで

巧4円午後5時から午後 10時まで
和室

154円午前9時から午後5時まで

216円正午から午後10時まで

318円午前9時から午後 10時まで

216円午前9時から正午まで

216円正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで 318円調理

実習室 318円午前9時から午後卵寺まで

534円正午から午後 10時まで

750円午前9時から午後 10時まで

(エ)農業活性化センター使用料の転嫁による影響見込額

2,990円

(平成2 9年度収入実績 498,373円)

(3)施行期日

平成3 1年10月1日

改正案

104円

104円

157円

157円

220円

324円

104円

104円

157円

157円

220円

324円

104円

104円

157円

157円

220円

324円

104円

104円

157円

157円

220円

能4円

220円

220円

324円

324円

544円

764円

(通年



2 新旧対照表

(1)長崎市市民センター条例新旧対照表
現行

0長崎市市民センター条例

本則(略)

平成14年12月26日

条例第37号

別表第1 (第7条関係)

1 長崎市三重地区市民センターの使用料

金額(1時間につき)区分

多目的ホール

改正後(案)

0長崎市市民センター条例

本則(略)

附則

(施行如"リ

1 このろⅢ士リ成31 10月1旧から施仔す

る。

(使用料に関寸る経過拙龍D

2 この列の'定作2'の規定を除く)によ

る收正後の炊に"げる矢川の規定はこの列の施

行のH (以、"「施行旧という。)以後に'11用の;午

可を受ける'の仙用'、1・1こついて適川し施千」'U 川に

'1」jⅡのiyF"1を受けた'.'の使用雉についてはな才が

前の 1による

1)乏1畍1"1行民センター条'

修室 1

理室

2 長崎市琴海さざなみ会館の使用料

金額住時間につき)区分

修室 1

口室

平成14年12月26日

条例第37号

会室

3 長崎市琴海南部しらさぎ会館の使用料

金額(1時間につき)区分

修室 1

1

円

1コ974
288

185

2d6

308

別表第1 (第7条関係)

1 長崎市三重地区市民センターの使用料

金額(1時間につき)区分

多目的ホール

修室

多目的室 1

芸室

4 長崎市南部市民センターの使用料

金額(1時間につき)区分

多目的ホーノレ

修室

=

円

102

1.0

102

102

理室

2 長崎市琴海さざなみ会館の使用料

金額住時間につき)区分

修室 1

口室

修室 11

会室

円

102

102

102

102

216

102

102

3 長崎市琴海南部しらさぎ会館の使用料

金額(1時間につき)区分

修室 1

円

2011

293

1.88

251

314

円

円

2042

157

178

188

目的室 1

工芸室

4 長崎市南部市民センターの使用料

金額(1時間につき)区分

多目的ホール円

2005

154

17

185

円

104

104

104

1.od

4
4
4
4
0
4
4

0
0
0
0
2
0
0

ー
ー
ー
ー
2
1
ー

=



5 長崎市古賀地区市民センターの使用料

金額(1時間につき)区分

修室 1

多目的室

理室^

育館

備考(略)

別表第2 (第16条関係)

使用区分

障害者自立支援室

円

329

113

226

226

113

113

226

308

308

627

5 長崎市古賀地区市民センターの使用料

金額(1時間につき)区分

修室 1

使用料(1月につき)

195840

多目的室

理室

体育館

備考(略)

別表第2 (第16条関係)

使用区分

,,f害者自立支援室

円

335

115

230

230

115

115

230

314

314

639

使用料(1月につき)

199466



長崎市外海ふるさと交流センター条例新旧対照表
現行

0長崎市外海ふるさと交流センター条例

平成16年9月30日

条例第妬号

本則(略)

別表(第8条関係)

1 客室の利用に係る基準額

百泊料(1泊区分

につき)

改正後(案)

0長崎市外海ふるさと交流センター条例

平成16年9月30日

条例第46号

本則(略)

附則

仙樹テ1切 1ヨ)

1 この川ネ、

る。

般

上学校の児童

児

備考

1 「一般」とは、12歳以上の者(小学校の児

童を除く。)をいう。

2 「幼児」とは、就学前の者(4歳未満の者を

除く。)をいう。

2 会議室の利用に係る基準額

金額区分

2

休憩料

部寺間まで 3時間を超え6

時間まで

略

円

4320

3240

1614

(利j11料金に関寸る絲過措靴)

3,12条の規定による改正後の長IV'市外所ふるさ

と交流センター久 Uの規定は施行1"斯糸に利用の

叩込みを寸る'iの"1リ1卜金について適川し施勺"11

前に'11用の小込みをした打の利jn'・金については、

な才6従1而の 11による

、i 3 1年10月1日から施打'寸'

円

864

6d8

=識室

別表(第8条関係)

1 客室の利用に係る基準額

区分府泊料(1泊

につき)

円

1 080

756

1

3 切符売場の利用に係る基準額

金額(1月につき)

10285

部寺間以内

一§父

小学校の児童

児

0Ⅱi,拓、

1 「一般」とは、 12歳以上の者(小学校の児

京を除く。)をいう。

2 「幼児」とは、就学前の者(4歳未満の者を

除く。)をいう。

2 会談室の利用に係る基準額

金額区分

超過時間

(1時問につき)

円

1047

419

休憩料

部寺間まで部寺間を超え6

時問まで

円

4 40

3300

1644

円

1028

41.1

円

880

660

議室 円1

4190

1571

3 切符売場の利用に係る基準額

金額(1月につき)

10476

円

1 100

フ70

超過時問

(1時間につき)

3時間以内

鎧
円



長崎市池島中央会館条例新旧対照表
現行

0長崎市池島中央会館条例

第1条~第10条(略)

(損害賠償)

第11条中央会館の建物、附属設備等を汚損し、き損
」ニ、又は滅失させた者は、市長の定めるところによ
り、その損害を。しなければならない。ただし、市
長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限

りでない。

第12条(略)

平成16年9月30日

条例第47号

改正後(案)

0長崎市池島中央会館条例

第1条~第10条(略)

(損害賠償)

第11条中央会館の建物、附属設備等を汚損し、壁担
し、又は滅失させた者は、市長の定めるところによ

り、その損害を。しなければならない。ただし、市
長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限
りでない。

第12条(略)

附則

住極行捌臼)

1 この条列は、,' 3 1 10月1日から施行す
る。

(使用"に對,る.過がγrD

2 この'・」の'定竹2 の定を、くによ

る正牛の玖に'げる呉 1の規定はこの 1の施
行'のla p 、F U商'テ1ヨという以'にUjⅡの

可を戸ける','の爽用'、1こついて適帰し施'テ臼勤に

U川の..可を戸けた・.'の使用'についてはなお'
前の列による,

_(1)略

別表(第3条関係)

1 会議室等の使用料

区分

議室

平成16年9月30日

条例第47号

1

金額 a泊につき)

部寺間以内

室

金額

修室

理室

備考(略)

2 宿泊室の使用料

区分

円

3178

1.368

740

421

421

421

421

1 162

740

超過時問

(1時問につき)

一般

2)長1岫市池1;1」',会h

別表(第3条関係)

1 会議室等の使用料

区分

中学校の生徒

上学校の児童

備考(略)

円

843

308

205

102

102

102

102

308

205

議室

金額(1泊につき)

1

列別衣

部寺間以内

室

円

区44旦
2797

2158

金額

1

修室

理室

備考佃各)

2 宿泊室の使用料

区分

円

3237

1393

754

429

429

429

429

1 183

754

円

β.384

2J4旦
2118

超過時間

(1時間につき)

般

中学校の生徒

ト学校の児童

備考(略)

円

859

314

20

104

104

104

104

314

209
=

一
一



(4)長崎市離島振興センター条例新旧対照表
現行

0長崎市離島振興センター条例

平成16年9月30日

条例第49号

第1条~第13条(略)

(損害賠償)

第14条センターの建物、附属設備等を汚損し、窒担
上、又は滅失させた者は、市長の定めるところによ
り、その損害を賠償しなければならない。ただし、市

長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限

りでない。

第15条~第16条(略)

改正後(案)

0長崎市籬島振興センター条例

平成16年9月30日

条例第四号

第1条~第13条(略)

(損害賠償)

第14条センターの建物、附属設備等を汚損し、毅損

し、又は滅失させた者は、市長の定めるところによ

り、その損害を賠償しなければならない。ただし、市

長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限

りでない。

第15条~第16条(略)

附則

(施行棚田

」.この条伊1は、、'成3 1イ. 1 0月1日から施行司、

る。

(イ吏1・11'.に猫寸る.過1普i勃

2 この条列の規定(竹2条の規定を余く)によ

る改正後の炊にー'げる'例の'b上はこの美列の加

行'のⅢψ="瓢行日とい、) j}、後に'リ朋のi1午

可を受けるj"の使IU料に0いて適川し施1」'旧前に

'11川の彬可を受けた四)仙川 1こついては、な船従

前のⅡこよる

(1)及び(2)

(3)長崎1貯局lk典センター条例別表

別表(第4条関係)

1 長崎市伊王島開発総合センターの使用料

金額区分

午前9時から午後5時午後5時から午後10
時までまで

過時間 3時間以内過時間3時間以内

(1時間に (1時間に

き)き)

誰室 1

修室

Π室 534

',理実習室 1059

備考(略)

2 長崎市高島ふれあいセンターの使用料

金額(1時間につき)区分

午前9時から午後5 午後5時から午後9

時まで時まで

円 円

105

154

154

154

1.64

318

円

旦■堕
754

75

75

754

1623

別表(第4条1共ル剰

1 長崎市伊王1:1j剛発総合センターの使用料

区分 金額

午前9時から午後5時午後5時から午後10
時までまで

過時間 部寺間以内過時問部寺間以内

(1時間に (1時問に

き) き)

多目的ホーノレ

円

3178

座室

聴覚室

備考(略)

740

740

740

740

1594

円

1059

16

') 1

216

216

534

円

3300

157

157

座室

聴覚室

備考(略)

誠室 円

107

220

220

220

220

544

円

2160

102

102

,修室

1

口室

理実習室

備考(略)

2 長崎市高島ふれあいセンターの使用料

金額(1時問につき)区分

午前9時から午後5 午後5時から午後9
時まで 時まで

円

2200

104

104

円

2702

544

544

544

544

1079

1

円

3240

154

154

円

1079

157

157

1.57

157

324

多目的ホール

=

鷲
廸

一
一



3 長崎市池島開発総合センターの使用料

区分 金額

=議室

修室

口室

理実習室

備考(略)

部寺問以内

円

3486

1逞旦旦

524

843

52

524

超過時間

(1時間につき)

円

1059

308

102

205

102

102

3 長崎市池島開発総合センターの使用料

金額区分

議室 1

修室

口室

・理実習室

備考(略)

部寺聞以内

円

3.旦旦1
1288

534

859

534

534

超過時問

(1時間につき)

円

1079

314

104

209

104

104



長崎市農業活性化センター条例新旧対照表
現行

0長崎市農業活性化センター条例

平成16年9月30日

条例第55号

第1条~第11条(略)

(損害E割賞)

第12条活性化センターの建物、附属設備等を汚損

し、き損し、又は滅失させた者は、市長の定めるとこ

ろにより、その損害を賠償しなければならない。ただ

し、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、

この限りでない。

第13条(略)

改正後(案)

0長崎市農業活性化センター条例

平成16年9月30日

条例第卵号

第1条~第11条(略)

(損害賠償)

第12条活性化センターの建物、附属設備等を汚損

し、殴損し、又は滅失させた者は、市長の定めるとこ
ろにより、その損害を賠償しなければならない。ただ

し、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、

この限りでない。

第13条佃各)

附則

U施行'1Uル1)

1 この条伊1は、北成31 ]0月1日から施行す

.0 ',

(使用斗こ関司'る'過1,11rD

2 この、 1の 1定しJ2'の規定を除く,によ

る正後の歌に"げる条列の規定はこの、列の施

行の日以'「施行臼という)以後に'Ⅱ川の許

可を戸・ける者の仙川斗について邇JUし施村H前に

'Ⅱj・"の1午可を受けた者の仙Ⅱ]斗にういては、な為従

狗の列による

〕から 3)までげ

(4)長崎11テ農業活性ヒセンター条例別衣

別表(第4条関係)

1 長崎市野母崎農村活性化センターの使用料

金額(1時間につき)区分

午後6時から午前9時から

午後10時まで午後6時まで

会議室 円 円

318216

口室 102 154

訓理実習室 432318

術考利用時間が1時間未満であるとき、又は利用

時問に1時間未満の端数があるときは、その利用

時問又はその端数時間は、1時問として計算す

る。

2 長崎市琴海北部研修センターの使用料

金額区分

前9 午か後5 前9 午か

からら午後からからら午後

午ま時ま後後510時

・ 10時までまで^

まで

円

2200

324

324

324

324

764

口室

円

1 100

104

104

10

104

220 324

別表(第4条関係)

1 長崎市野母崎農村活性化センターの使用料

区分 金額(1時間につき)

午後部寺から午前部寺から

午後10時まで午後6時まで

育館

修室 1

調理実習室

1

円

1 100

104

10

10

10

22

口室

円 円

220 324

口室 104 157

闘理実習室 324 440

'ii考利用時間が1時間未満であるとき、又は利用

時間に1時問未満の端数があるときは、その利用

時間又はその端数時問は、1時間として計算す

る。

2 長崎市琴海北部研修センターの使用料

金額区分

前9 午か後5 前9 午か前9

からら午後からからら午後から

午ま時ま後後50時

0時まででで ゛

まで

円

1080

102

102

10

102

216

議室

凋理実習室

1

円

108

102

102

102

102

21

円

161.4

154

154

154

154

318

■J-

から

後

10時

で

円

161.4

154

15

154

154

318

16

円

1944

216

216

216

216

534

円

1644

157

157

157

157

32

円

2■旦Q
318

318

318

318

750

育館 円

1644

修室 1

円

1980

22

220

220

220

544

後
時
で

ー
ま

フ
フ
フ
フ

5
 
5
 
5
 
5

ー
ー
ー
ー



3

区分

長崎市琴海活性化センターの使用料

金額

前9

から

午ま

れあ

しソレー

ム

多目的
ホ^ノレ

議室

口室

理実

室

備考(m勧

午か

ら午後
時ま

で

円

102

後5

から

後10

まで

円

15

゛

円

102

102

前9 午か

からら午後

後5 10時ま

までで

円

154

102

102

216

102

102

102

21

154

"" 9

から

後10
まで

円

318

3

区分

154

154

318

円

216

154

長崎市琴海活性化センターの使用料

金額

154

154

318

216

前9

から

午ま

216

216

534

れあ

いルー

ム

多目的
ホーノレ

議室

口室

・理実

習室

備考印各)

318

午か

ら午後

時ま
゛

318

318

750

円

104

後5

から

後10

まで

円

157

゛

円

104

104

削9 午か

からら午後

後5 10時ま
まで、

円

157

104

104

220

104

104

104

220

157

月1」9

から

後10

まで

円

324

157

157

324

円

220

157

157

157

324

220

220

220

544

324

324

32

76



(参考)

消費税率の引き上げに伴う使用料及び手数料の見直しについて

急速な少子高櫛化や社会経済状況が大きく変化する中、社会保障費が年々増加し、

国及び地方の予算の大きな部分を占めるようになってきており、一方でそれを支え

る現役世代が減っていくことが懸念されている。このような状況の中、社会保障の

持続性と安心の確保及び財政の健全化は重要な課題となっており、その財源確保の

方策として、消費税率が平成31年10月1日に8%から 10%へ引き上げられること

となった。

長崎市においては、消費税率の引上げに伴う円滑かつ適正な転嫁を実施するため、

次により使用料及び手数料の見直しを行おうとするもの。

1) 消費税転嫁対象

非課税、不課税を除く公共施設等の使用料及び各種手数料が対象

75条例が改正対象。

2)消喪税転嫁の方針

ア外税については、100分の 108 を 100分のⅡ0とし、消費税引き上げ分を転

嫁する。

イ内税については、消"税5%の時点の単価に 105分の 110 を乗じた額とし、

円未満の端数については切り捨てる。ただし、施設入館料等及び機械機器に

より徴収する使用料については、10円単位の転嫁とし、10円未満の端数は切

り捨てる。

※平成26年4月1日に5%→8%へ転嫁した際、端数を切り捨てていること

から、より正しい転嫁を行うため、8%→10%ではなく、5%→10%の転嫁

を行うとととする。

※施設入館料等には、プール、浴場、海水浴場、キャンプ場、駐車場等の入

場料を含む。

(3)種別による転嫁単位の例

転嫁単位種別

入館・入場料 10円単位

10円単位駐車場

10円単位ロッカー等

種別

宿泊料

会議室等

スポーツ施設

転嫁単位

1円単位

1円単位

1円単位

種別

附属設備

模写手数料

各種手数料

転嫁単位

1円単位

1円単位

1円単位


